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Ⅰ 証券検査に関する基本指針（H21．６．29改正）

・証券検査の目的
①取引の公正確保及び業者のリスク管理態勢の適切性確保
②業者に対し、適切な内部管理態勢・リスク管理態勢の構築を促す
③業者に対し、ゲートキーパーとしての自覚を促す

・証券検査の方法
①双方向の対話
②内部管理態勢等に責任を有する経営陣の認識の把握に注力
③全体を鳥瞰し、重大な問題を把握
④証券監督行政と十分に連携
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Ⅰ 証券検査に関する基本指針（２）

・その他（検査運営上の事項）

－予告検査の試行的導入

－経営陣との意見交換（臨店初日、エグジット・ミーティング）

－検査プロセスの説明（初回検査時）

－資料作成負担の軽減（既存資料の有効活用、提出依頼の一元化）

－検査モニター制度（アンケート方式も併用）

－講評の実施（臨店終了後、指摘事項が整理され次第）

－意見申出制度（講評後３日間、監視委事務局の第三者が審査）

－検査結果通知（臨店終了後３月以内目途）

－検査結果の公表（四半期ごと）
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Ⅱ 平成21年度証券検査基本方針(H21.4.24)

・基本的考え方

～「効率的」かつ「効果的」な検査実施
「効率的」：業者による自己改善努力を最大限に活かし、これを補完するような検査

「効果的」：業者の内部管理態勢の持続的な改善に結び付くような検査

①法令違反行為の検証を基本としつつ、業者の規模・特性を

勘案し、背景にある内部管理態勢にも着目

②リスクに基づいた検査対象先の選定、重要なリスクに焦点

を当てたメリハリのある検査実施

③業者に対し、双方向の対話等を通じ、実効性ある内部管

理態勢の整備を促す

④検査の透明性・予測可能性の向上（検査マニュアルの見

直し等）
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平成21年度証券検査基本方針(２)

・21年度検査実施方針

①リスクに基づいた密度の濃い検査
検査対象先の市場における位置付け、抱えている問題点等を勘案し、検

査の優先度を判断

②関係部局との連携強化
財務局、検査局、自主規制機関等との連携

③検査基本方針･検査マニュアルの見直しの公表
信用格付業者の検査への対応等

④業者の自助努力（内部管理態勢のあり方）の検証
事象の背後にある内部管理態勢の実効性等を検証

⑤グループ一体型検査の着眼点
顧客情報の取扱いや利益相反取引の防止など内部管理態勢の状況を検証
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平成21年度証券検査基本方針(３）

・重点検証分野
①金商業者の市場仲介機能に係る検証

システム障害への対応等

②金商業者のリスク管理態勢に係る検証
区分管理の適切性、財務の健全性

③法人関係情報の管理態勢に係る検証
④投資運用業者等の業務の適切性に係る検証

⑤公正な価格形成を阻害するおそれのある行為の検証
⑥投資勧誘や顧客対応の状況に係る検証

適合性原則、広告・表示の適切性等

⑦自主規制機関の機能発揮状況
⑧新たな検査対象先・金融商品に係る検証

集団投資ｽｷｰﾑ（ﾌｧﾝﾄﾞ）、OTCデリバティブ等
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平成21年度検査計画

21年度

（計画）

20年度

（実績）

19年度

（実績）

18年度

（実績）

区分

65８０５７５８投資運用業者・投
資助言業者

１３０

（２０）

（１１０）

１４２

（１９）

（１２３）

１７０

（３０）

（１４０）

１２６

（２０）

（１０６）

第1種金証業者等

（うち監視委）

（〃 財務局）
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Ⅲ 最近の検査指摘事例（別紙参照）

・内部管理態勢
売買審査態勢
法人情報等管理態勢

・システムリスク管理態勢
システム障害対応の不備（発生状況の把握・管理、損失補てんの対応）
外部委託先への丸投げ

・販売・勧誘態勢
虚偽の表示、誤解を生ぜしめるべき表示（価格、取引の成立見込み等）


